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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　輪軸の両端に軸受を介して取り付けられた軸箱と、この軸箱と台車枠との相対的な上下
動を許容しつつ、軸箱を台車枠に結合するリンクと、軸箱と台車枠間に介設されて台車枠
を支持する軸ばねとからなる軸箱支持装置であって、
　前記リンクは、
　それぞれの両端の連結部に弾性体を装着した２本で、台車枠の進行方向中央部側と前記
軸箱の台車枠中央部側壁面との間を結合し、
　これら２本のリンクは、台車の側面から見た場合にはほぼ水平でかつ平行に配置され、
台車の上方向から見た場合には交差するように配置されていることを特徴とする鉄道車両
用軸箱支持装置。
【請求項２】
　前記２本のリンクの公差角度が２０°～６０°であることを特徴とする請求項１に記載
の鉄道車両用軸箱支持装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鉄道車両用の軸箱支持装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　現在採用されている鉄道台車用軸箱支持装置としては、軸はり式軸箱支持装置が知られ
ている（例えば特許文献１）。しかしながら、この軸はり式軸箱支持装置は、車体荷重が
増加して軸ばねが撓んだ場合、軸箱が車軸周りに回転するので、軸箱の上部に設置された
軸ばねは抉られたような変位（以下、抉り変位という。）を受け、軸ばねに過大な応力が
発生する。
【０００３】
　従って、軸ばねは、前記抉り変位に起因する応力を許容できる強度を有するばねとする
必要があるので、軸ばねが大きく、重くなる。その為、軸ばね剛性も剛くする必要が生じ
て乗心地を悪化させる。一方、軸ばねを柔らかくすると、軸ばね高さが高くなるので、車
両の床面との隙間を確保するために車体の床面が駅ホームより高くなるという問題がある
。
【０００４】
　また、台車が、軌道から車幅方向の荷重を受けた場合、軸はりに曲げモーメントが作用
して、輪軸のジャーナル軸受にも曲げモーメントが作用する。従って、輪軸のジャーナル
軸受は、曲げモーメント荷重による負荷に耐えうる軸受とする必要があり、軸受が大きく
、重くなるという問題がある。
【０００５】
　そこで、軸はり式軸箱支持装置の軸箱から突出するアームに換えて、支持板を平行に２
枚配置する構造が提案された（特許文献２）。この構造とすれば、軸ばねが撓んでも、軸
箱は回転せず、台車枠に対して平行に上下方向に相対変位することから、軸ばねに過大な
抉り変位が発生することはない。
【０００６】
　しかしながら、支持板を２枚平行に配置した構造では、軸箱支持の前後剛性が剛くなる
ことから、曲線通過性能が悪化するという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平１－１６０７７７号公報
【特許文献２】特開２００２－２４９０４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明が解決しようとする問題点は、軸はり式軸箱支持装置は、軸ばねが撓んだ場合、
軸ばねに過大な応力が発生するので、軸ばね剛性を剛くする必要が生じて乗心地を悪化さ
せる。一方、軸ばねを柔らかくすると、軸ばね高さが高くなるので、車体の床面が駅ホー
ムより高くなるという点である。また、台車が、軌道から車幅方向の荷重を受けた場合、
輪軸のジャーナル軸受に曲げモーメントが作用するので、輪軸のジャーナル軸受が、大き
く、重くなるという点である。
【０００９】
　また、支持板を平行に２枚配置する構造の軸箱支持装置は、軸箱支持の前後剛性が剛く
なることから、曲線通過性能が悪化するという点である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の鉄道車両用軸箱支持装置は、軸ばねが撓んでも軸箱が車軸周りに回転せずに軸
ばねに過大な抉り変位が作用せず、台車が軌道から車幅方向の荷重を受けた場合も、輪軸
のジャーナル軸受に曲げモーメントが作用しない構造とすることを目的としている。
【００１１】
　すなわち、本発明の鉄道車両用軸箱支持装置は、
　輪軸の両端に軸受を介して取り付けられた軸箱と、この軸箱と台車枠との相対的な上下
動を許容しつつ、軸箱を台車枠に結合するリンクと、軸箱と台車枠間に介設されて台車枠
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を支持する軸ばねとからなる軸箱支持装置であって、
　前記リンクは、
　それぞれの両端の連結部に弾性体を装着した２本で、台車枠の進行方向中央部側と前記
軸箱の台車枠中央部側壁面との間を結合し、
　これら２本のリンクは、台車の側面から見た場合にはほぼ水平でかつ平行に配置され、
台車の上方向から見た場合には交差するように配置されていることを最も主要な特徴とし
ている。
【００１２】
　本発明の軸箱支持装置は、台車枠の進行方向中央部側と軸箱の台車枠中央部側壁面との
間を、台車の側面から見た場合にはほぼ水平でかつ平行に配置した２本のリンクで結合す
るので、軸ばねが撓んでも軸箱は回転せず、軸ばねに過大な抉り変位が発生しない。
【００１３】
　また、台車の上方向から見た場合には２本のリンクが交差するように配置したトラス構
造を採用しているので、台車に対して軌道から左右荷重が作用した場合も、リンクが両端
の弾性体の変形により容易に回転変位することが無い。従って、輪軸のジャーナル軸受に
曲げモーメントが作用せず、大きなジャーナル軸受を必要としない。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明では、車体荷重が増加して軸ばねが撓んだ場合でも、軸箱が車軸周りに回転せず
、軸ばねが抉り変位を受けずに軸ばねに過大な応力が発生しない。また、台車が軌道から
車幅方向の荷重を受けた場合も、軸はりに曲げモーメントが作用せず、輪軸のジャーナル
軸受に曲げモーメントが作用しない。
【００１５】
　また、本発明では、台車の側面から見た場合にはほぼ水平でかつ平行に配置した２本の
リンクで結合した場合にも、車幅方向のストッパ機構を設ける必要がないので、構造が簡
素化でき、軽量化できる。
【００１６】
　以上の結果、低床で、軽量で、低コストの軸箱支持装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の鉄道車両用軸箱支持装置の一例を台車の側面から見た概略図である。
【図２】図１を台車の上方から見た図である。
【図３】（ａ）は台車の上方向から見た場合における第１、第２のリンクの公差角度と台
車の進行方向の前後荷重に対するリンクの負担割合の関係を示した図、（ｂ）は同じく公
差角度と台車の車幅方向の荷重に対するリンクの負担割合の関係を示した図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明では、軸ばねに過大な抉り変位が作用せず、輪軸のジャーナル軸受に曲げモーメ
ントを作用させないという目的を、台車枠と軸箱を接続する２本のリンクを、側面から見
てほぼ水平でかつ平行に、上方向から見て交差するように配置することで実現した。
【実施例】
【００１９】
　以下、本発明を実施するための形態の一例について、図１及び図２を用いて説明する。
　図１及び図２において、１は輪軸の両端にジャーナル軸受を介して取付けられる軸箱で
あり、この軸箱１の上部に下部軸ばね座２ａが載置されている。
【００２０】
　３は台車枠であり、この台車枠３の前記下部軸ばね座２ａと相対する位置に上部軸ばね
座２ｂが取付けられている。そして、前記下部軸ばね座２ａの上に軸ばね４が載置され、
台車枠３はこの軸ばね４を介して軸箱１に支持されている。
【００２１】
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　５は軸箱１と台車枠３との相対的な上下動を許容しつつ、軸箱１を台車枠３に結合する
リンクであり、本発明では、上方に配置する第１のリンク５ａと、下方に配置する第２の
リンク５ｂの２本のリンクを有している。
【００２２】
　これら第１、第２のリンク５ａ，５ｂ は、それぞれの両端の連結部に弾性体６を装着
して、この装着した弾性体６を介して、台車枠３の進行方向中央部側と軸箱１の台車枠中
央部側壁面との間を結合している。
【００２３】
　そして、これら第１、第２のリンク５ａ，５ｂは、図１に示すように、台車の側面から
見た場合にはほぼ水平でかつ平行に配置されている。また、台車の上方向から見た場合に
は、図２に示すように、第１、第２のリンク５ａ，５ｂが、例えば台車の進行方向に対し
て正逆反対方向に３０°の角度を有して交差するように配置されている。
【００２４】
　台車の上方向から見た場合に、第１、第２のリンク５ａ，５ｂの、台車の進行方向に対
して正逆反対方向に同じだけ傾斜する角度は、図２（ａ）で示した３０°に限らないこと
は言うまでもない。
【００２５】
　発明者の検討結果によれば、前記第１及び第２のリンク５ａ，５ｂは、台車の進行方向
の前後荷重に対するリンクの負担割合を１以下とし、車幅方向の荷重に対するリンクの負
担割合を１．５以下とすれば、バランスのとれた弾性体とすることができた。
【００２６】
　台車の上方向から見た場合における第１、第２のリンクの公差角度と台車の進行方向の
前後荷重に対するリンクの負担割合の関係を図３（ａ）に、同じく公差角度と台車の車幅
方向の荷重に対するリンクの負担割合の関係を図３（ｂ）に示す。この図３より、前記の
条件を実現する諸元として、台車の上方向から見た場合に、第１、第２のリンク５ａ，５
ｂの公差角度が２０°～６０°の範囲内で適宜設定すれば良いことが分かる。
【００２７】
　上記構成を有する本発明の鉄道車両用軸箱支持装置では、１本のリンクによって台車枠
と軸箱を連結したモノリンク式軸箱支持装置が有する利点に加えて、構成上、以下の利点
を有する。
【００２８】
　すなわち、２本のリンクをトラス構造とすることで、車幅方向の荷重が軸はりに曲げモ
ーメントとして作用せず、輪軸のジャーナル軸受に曲げモーメントが作用しなくなる。ま
た、リンクを斜めに配置するので、台車の進行方向の前後長さを短縮することができる。
【００２９】
　本発明は上記の例に限らず、各請求項に記載された技術的思想の範疇であれば、適宜実
施の形態を変更しても良いことは言うまでもない。
【００３０】
　第１、第２のリンク５ａ，５ｂは、台車の上方向から見た場合に、台車の進行方向に対
して正逆反対方向に同じだけ傾斜するものであれば、図２に示すように、第１、第２のリ
ンク５ａ，５ｂの中央部で公差するものに限らない。例えば第１、第２のリンク５ａ，５
ｂの軸箱１側の連結部で公差するものでも良い。但し、この場合は、車幅方向の長さが長
くなる。
【符号の説明】
【００３１】
　１　　軸箱
　３　　台車枠
　４　　軸ばね
　５　　リンク
　５ａ　　第１のリンク
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　５ｂ　　第２のリンク
　６　　弾性体

【図１】

【図２】

【図３】
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